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市
民
税
・
県
民
税
の
申
告

来
場
さ
れ
る
皆
さ
ん
へ
の
お
願
い

会
場
内
は
混
雑
す
る
た
め
、
マ
ス
ク
の

着
用
や
手
指
消
毒
な
ど
を
推
奨
し
て
い
ま

す
。
会
場
内
の
席
に
空
き
が
な
い
場
合
は
、

自
家
用
車
内
な
ど
会
場
外
で
の
待
機
を
お

願
い
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
収
入
が
な
い
人
や
給
与
・
年
金

の
み
の
人
で
所
得
税
の
還
付
が
発
生
し
な

い
場
合
は
、
郵
便
申
告
が
便
利
で
す
。

農
業
・
営
業
・
不
動
産
所
得
の
申
告

領
収
書
を
ま
と
め
、収
入
や
経
費
の
科

目
ご
と
の
計
算・収
支
内
訳
書
の
作
成
が
で

き
て
い
る
人
か
ら
申
告
を
受
け
付
け
ま
す
。

医
療
費
控
除
の
申
告

会
場
内
で
の
計
算
は
時
間
を
要
す
る
た

め
事
前
に
領
収
書
を
仕
分
け
、
人
ご
と
に

合
計
額
を
算
出
し
、
明
細
書
を
作
成
く
だ

さ
い
。
医
療
保
険
者
な
ど
が
発
行
す
る
医

療
費
通
知
が
あ
れ
ば
、
記
載
の
あ
る
月
ま

で
は
明
細
の
記
入
を
省
略
で
き
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
確
認
く
だ
さ
い

被
扶
養
者
の
税
証
明
書
の
た
め
、
申

告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す

被
扶
養
者
の
「
所
得
証
明
書
」
と
「
所

得
課
税
証
明
書
」
の
所
得
金
額
欄
に
、
金

額
（
０
円
を
含
む
）
を
表
示
す
る
に
は
、

市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

所
得
税
・
消
費
税
確
定
申
告

◉
期
間　
２
月
17
日
㈪
～
３
月
17
日
㈪

　
　
　
　
９
時
～
16
時

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

◉
場
所　
ウ
エ
ル
ネ
ス
交
流
プ
ラ
ザ

※
期
間
中
、
都
城
税
務
署
内
で
の
申
告
書

の
作
成
や
相
談
は
行
い
ま
せ
ん

◉
そ
の
他　
確
定
申
告
会
場
で
は
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
を
利
用
し
た
申
告
の
相
談
・
補

助
を
行
っ
て
い
ま
す
。

確
定
申
告
会
場
の
混
雑
緩
和
の
た
め

「
入
場
整
理
券
」
を
当
日
配
布
し
ま
す
。

整
理
券
の
配
布
状
況
に
よ
り
、
後
日
の
来

場
を
お
願
い
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、国
税
庁
の
公
式
L
I
N
E
ア
カ

ウ
ン
ト
で
も
整
理
券
を
事
前
発
行
し
ま
す
。

確
定
申
告
は
eイ
ー
タ
ッ
ク
ス

‐
T
ａ
x
で
さ
ら
に

便
利
に
!

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
で
、
国

税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申
告
書
等

作
成
コ
ー
ナ
ー
」
か
ら
確
定
申
告
書
を
作

成
し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
使
っ
て

e
‐
T
ａ
x
で
提
出
で
き
ま
す
。
金
額

な
ど
を
入
力
す
る
だ
け
で
、
申
告
書
が
作

成
で
き
そ
の
ま
ま
提
出
で
き
る
た
め
、
確

定
申
告
会
場
へ
の
来
場
や
書
類
の
持
参
が

必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用

し
て
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
と
連
携
す
る
こ
と

で
、
医
療
費
や
ふ
る
さ
と
納
税
な
ど
の
控

除
証
明
書
の
デ
ー
タ
を
確
定
申
告
書
の
該

当
項
目
に
自
動
入
力
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
利
用
時
に
は
、
利
用
者
証
明
用
電
子

証
明
書
の
パ
ス
ワ
ー
ド
（
数
字
４
桁
）
と

署
名
用
電
子
証
明
書
の
パ
ス
ワ
ー
ド
（
英

数
字
６
文
字
以
上
16
文
字
以
下
）
が
必
要

で
す
。

※
令
和
7
年
か
ら
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
用
電

子
証
明
書
を
利
用
す
る
と
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
の
読
み
取
り
や
パ
ス
ワ
ー

ド
が
不
要
に
な
り
ま
し
た
。

詳
し
く
は
、国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
確
認
く
だ
さ
い

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
相
談
（
確
定
申
告

書
作
成
会
）

◉
期
間　
２
月
12
日
㈬
～
14
日
㈮

　
　
　
　
９
時
～
15
時　
※
要
予
約

◉
場
所　
ウ
エ
ル
ネ
ス
交
流
プ
ラ
ザ

◉
対
象
者　
給
与
所
得
者
で
令
和
６
年
中

に
一
定
の
要
件
に
当
て
は
ま
る
住
宅
を

ロ
ー
ン
で
購
入
ま
た
は
増
改
築
し
、
同
年

中
に
入
居
し
て
い
る
人

都
城
税
務
署　
☎
22
－
４
３
７
９

国
税
に
関
す
る
質
問
や
相
談

●
確
定
申
告
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー

１
月
14
日
㈫
～
３
月
17
日
㈪
に
国
税
相

談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

☎
０
５
７
０
－
00
－
５
９
０
１

入場受付

計算
済み

申告

〇

×

混雑緩和のため
事前計算を‼

計
算
コ
ー
ナ
ー

タックスアンサー

チャットボット
（ふたば）

個人の方の相談

よくある税の質問

市
民
税・県
民
税
の
申
告
が
始
ま
り
ま
す

期
間
中
は
申
告
担
当
職
員
が
各
会
場
に
出
向
き
ま
す
の
で
、本
庁
や
各
総
合
支
所
、各
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー（
リ
モ
ー
ト
窓

口
を
含
む
）で
の
申
告
受
付
は
で
き
ま
せ
ん
。
原
則
、居
住
地
区
の
指
定
日
時
・
会
場
で
申
告
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ　

市
民
税
課　

☎
23
-２
１
２
３

【申告期間】
１月28日㈫～
３月17日㈪

姫
城

月　日 受付時間 対象地区 会　場

西
岳

月　日 受付時間 対象地区 会　場

2月19日
（水）

 9：00～11：45 早鈴町、甲斐元町、松元町、
上町、西町、都島町

コミュニティ 
センター

1月28日 
（火）

10：00～11：45 吉之元町(武床、猪ノ子石) ★
折田代
営農研修館13：00～15：30 吉之元町(折田代)

13：00～16：00 姫城町、八幡町、牟田町、
蔵原町、中町、下長飯町

10：00～11：45 夏尾町(牛之脛) ★
旧夏尾
保育児童館13：00～15：30 御池町、夏尾町(馬渡)

小
松
原

2月20日 
（木）

 9：00～11：45 前田町、平江町、小松原町、
北原町、大王町、宮丸町、栄町

2月13日 
（木）

 9：30～11：45 高野町、吉之元町(田野) 西岳地区公民館
(クラブハウス)13：00～16：00 美川町

13：00～16：00 志比田町

庄
内

1月29日 
（水）

 9：30～11：45 乙房町(平田、今平)、
菓子野町(今屋、菓子野)

★

庄内地区 
公民館

妻
ケ
丘

2月21日 
（金）

9：00～11：45 若葉町、花繰町、広原町
13：00～16：00 中原町、一万城町 13：00～16：00 乙房町(馬場、宮源)、関之尾

町(川崎)、庄内町(西区)
2月24日 

（祝・月）
 9：00～11：45 上東町、東町、天神町、

菖蒲原町、妻ケ丘町
1月30日 
（木）

 9：30～11：45 乙房町(内場、莇)、関之尾町
(関之尾)、庄内町(東区)13：00～16：00 上長飯町

横
市

2月25日 
（火）

 9：00～11：45 都原町 13：00～16：00 庄内町(町区)、
菓子野町(宮島、千草)13：00～16：00 横市町、蓑原町

2月26日 
（水）

9：00～11：45 南横市町

沖　
水

1月31日 
（金）

 9：30～11：45 金田町(上金田)、都北町

★

沖水地区 
公民館祝

吉

13：00～16：00 年見町、郡元町、郡元一~四
丁目

13：00～16：00 太郎坊町

2月1日 
（土）

 9：30～11：45 吉尾町、金田町(中金田)、
高木町(東高木)

2月27日 
（木）

 9：00～11：45 千町、神之山町、上川東一~
四丁目、下川東一~四丁目

13：00～16：00 金田町(下金田、広瀬)、
高木町(西高木)

13：00～16：00 立野町、早水町、
祝吉町、祝吉一~三丁目

志
和
池

2月3日 
（月）

 9：30～11：45
上水流町(上水流中、上水流
西)、下水流町(下水流１、下
水流３)

★

志和池地区
公民館

五
十
市

2月28日 
（金）

 9：00～11：45 鷹尾一~五丁目
13：00～16：00 大岩田町、久保原町

3月1日 
（土）

 9：00～11：45 今町、五十町 13：00～16：00 丸谷町(丸谷、薄谷、吉行)、
野々美谷町(寿萬寺、崎田)13：00～16：00 南鷹尾町、平塚町

2月4日 
（火）

 9：30～11：45
下水流町(下水流２)、岩満町
(巣立)、丸谷町(万ケ塚)、
野々美谷町(麓、森田)

山
　
田

月　日 受付時間 対象地区 会　場

2月7日 
（金）

 9：30～11：45 平山、長谷、和田上、中村

山田総合
センター

13：00～16：00 牛谷、万ケ塚、上椎屋、
池之原、古江

13：00～16：00

上水流町(上水流東)、下水流
町(平原)、岩満町(岩満)、
丸谷町(荒ケ田)、野々美谷町
(谷頭)2月9日 

（日）

 9：30～11：45 瀬茅、毘砂丸、修行

13：00～16：00 田中、脇之馬場、倉平、
西栫、瀬之口、百原

中　
郷

2月5日 
（水）

 9：30～11：45 梅北町(女橋、払川、雄児石)、
安久町(高野原、正応寺)

★

中郷地区 
市民交流 
センター

2月10日 
（月）

 9：30～11：45 上是、下是、谷頭1~3、大古川
13：00～16：00 谷頭5~9 13：00～16：00 梅北町(麓、益貫)、

安久町(石原、藤田)2月12日 
（水）

 9：30～11：45 浜之段、石風呂、山内1・2
13：00～16：00 北田、竹脇

2月6日 
（木）

 9：30～11：45 梅北町(川内、大浦)、安久町
(上安久)、豊満町(西豊満)

山
之
口

月　日 受付時間 対象地区 会　場
13：00～16：00

梅北町(嫁坂、大薗)、安久町
(尾平野、下安久)、豊満町(東
豊満)2月14日 

（金）
 9：30～11：45 前方、東、原田、天神1・2、

飛松､五十山

★
山之口総合
センター 
多目的ホール

13：00～16：00 榎木、上森、飯起、麓1~4区
2月17日 
（月）

 9：30～11：45 街区1~5、向原東

高　
崎

月　日 受付時間 対象地区 会　場
13：00～16：00 西向原 2月13日 

（木）
10：00～11：45 椎屋、後平 ★

笛水小中学校
体育館クラブハウス

2月18日 
（火）

 9：30～11：45 正近、乗平、六十田、田原、
下平、永野

13：00～15：30 竹元、崎山
3月10日 
（月）

 9：30～11：45 上新田、中央団地、上勢西

高崎福祉 
保健センター

13：00～16：00 桑原、中原、富吉団地、野上、
五反田、川内

13：00～16：00 栢木、牟礼水流、鍋
3月11日 
（火）

 9：30～11：45 横谷、共和、田平
13：00～16：00 三和、蔵元

高
　
城

月　日 受付時間 対象地区 会　場 3月12日 
（水）

 9：30～11：45 谷川、杉倉、吉村

3月3日 
（月）

 9：30～11：45 第14・第16自治公民館、
第18・第19自治公民館 ★

高城農村 
環境改善 
センター

13：00～16：00 町倉、栗巣、迫間、新生、轟
3月13日 
（木）

 9：30～11：45 炭床、下新田
13：00～16：00 第15自治公民館 13：00～16：00 山神原、野平、温水、木下

3月4日 
（火）

 9：30～11：45 第12・第20・新第19自治公民館 3月14日 
（金）

 9：30～11：45 鵜戸、田中、権堀、松ケ水流
13：00～16：00 第13・第17自治公民館 13：00～16：00 小牧、塚原、高坂

3月5日 
（水）

 9：30～11：45 第3・第4自治公民館

高城生涯 
学習センター

3月17日 
（月）

 9：30～11：45 旭、荒場、東
13：00～16：00 第7・第11自治公民館 13：00～16：00 割付、原村

3月6日 
（木）

 9：30～11：45 第5・第9自治公民館
13：00～16：00 第6・第10自治公民館

3月7日 
（金）

 9：30～11：45 第2・第8自治公民館
13：00～16：00 第1自治公民館

★印がある会場は、上履きと靴を入れる袋を持参ください。

◎ 問い合わせ　市民税課　電話 23－2123

令和７年度　市民税・県民税 申告受付 日程表


